
目

次

訓

令

○
青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqqqqqqqqqqq（
人

事

課
）
…
一

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
三
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
三
号
と
し
、
第
六
号
を
第
四
号
と
し
、
同

条
第
七
号
中
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
二
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
知
事
公
室
長
、
行
政
組
織
規
則

第
二
十
二
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
八
号
中
「
第
二
十
二
条
の
二
」
を

「
第
二
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
知
事
公
室
長
代
理
、
行
政
組
織
規
則
第
二
十
二
条
の
三
」
に
改

め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
九
号
中
「
第
二
十
二
条
の
三
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
」

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
中
第
十
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号

ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
十
五
号
中
「
、
ダ
ム
建
設
所
長
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第

十
三
号
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
（
総
務
部
、
企
画
政
策
部
、
危
機
管
理
局
、
観
光
国
際
戦
略
局
及
び
国
ス

ポ
・
障
ス
ポ
局
の
所
掌
事
務
に
あ
つ
て
は
第
一
順
位
の
副
知
事
、
総
合
販
売
戦
略
課
の
分
掌
事
務
に

あ
つ
て
は
農
林
水
産
部
の
所
掌
事
務
（
総
合
販
売
戦
略
課
の
分
掌
事
務
を
除
く
。
）
を
担
当
す
る
副

知
事
（
以
下
「
農
林
水
産
部
担
当
の
副
知
事
」
と
い
う
。
）
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
企
画

政
策
部
に
あ
つ
て
は
交
通
政
策
推
進
監
又
は
次
長
、
」
を
削
り
、
「
理
事
」
を
「
、
理
事
」
に
改
め

る
。第

八
条
中
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
り
、
第
五
項
を
第
三
項
と
し
、
第
六
項
を
第
四
項
と
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局
」
を
「
危
機
管
理
局
に
あ
つ
て
は
当
該
事
務
を
担

当
す
る
理
事
、
参
事
又
は
次
長
が
、
国
ス
ポ
・
障
ス
ポ
局
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を

削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と

す
る
。

第
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
二
人
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
第

一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
二
人
」
を
削
り
、
同
項
を
同

条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
、
観
光
国
際
戦
略
局
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局
」
を
削
り
、

同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
八
項
を
同
条
第
七
項
と
す
る
。

第
十
条
の
二
第
三
項
中
「
二
人
」
を
削
る
。

第
十
二
条
第
六
項
第
一
号
イ
中
「
企
画
政
策
部
長
」
を
「
交
通
・
地
域
社
会
部
長
」
に
改
め
、
同

号
ロ
中
「
総
務
部
長
」
を
「
財
務
部
長
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
環
境
生
活
部
長
」
を
「
環
境
エ
ネ

ル
ギ
ー
部
長
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
健
康
福
祉
部
長
の
」
を
「
健

康
医
療
福
祉
部
長
の
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
の
職
員
」
の
下
に
「
並
び
に
上
北
地
域
県
民
局

地
域
農
林
水
産
部
中
央
家
畜
保
健
衛
生
所
の
青
森
市
駐
在
の
職
員
」
を
、
「
の
家
畜
保
健
衛
生
所
」

の
下
に
「
（
上
北
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
中
央
家
畜
保
健
衛
生
所
を
除
く
。
）
」
を
加
え

る
。別

表
第
一
各
課
共
通
（
各
課
専
決
事
項
に
お
い
て
別
に
定
め
る
場
合
を
除
く
。
）
の
項
の
部
長
専

決
事
項
の
欄
第
四
十
二
号
中
「
地
方
自
治
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
」

を
加
え
、
同
表
財
政
課
の
項
を
削
り
、
同
表
秘
書
課
の
項
中
「秘

書
課

」
を
「知

事
公
室

」
に
改

め
、
同
表
総
務
学
事
課
の
項
中
「総

務
学
事
課

」
を
「総

務
文
書
課

」
に
改
め
、
同
項
の
第
四
号
か

ら
第
六
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

青
森
県
報
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課政財

一

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ

と
。

イ

第
五
条
の
三
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
県

債
の
協
議
に
関
す
る

こ
と
。

二

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す

る
次
の
こ
と
。

イ

第
四
十
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る

業
務
報
告
書
に
関
す

る
こ
と
。

三

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次

の
こ
と
。

イ

第
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
交
付
税

の
算
定
資
料
に
関
す

る
こ
と
。

イ

交
付
税
に
係
る
測

定
単
位
の
数
値
等
の

報
告
に
関
す
る
こ

と
。

四

予
算
の
執
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

予
算
の
配
当
に
関

す
る
こ
と
。

ロ

青
森
県
財
務
規
則

第
二
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
予
算

の
流
用
の
承
認
に
関

す
る
こ
と
。

五

そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

県
債
の
借
入
に
関

す
る
こ
と
。

別
表
第
一
企
画
調
整
課
の
項
中
「企

画
調
整
課

」
を
「総

合
政
策
課

」
に
改
め
、
同
表
統
計
分
析

課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

課いらみもどこ

一

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の

こ
と
。

イ

第
三
十
四
条
の
六

の
規
定
に
よ
る
事
業

の
制
限
及
び
停
止
の

命
令
に
関
す
る
こ
と

（
障
害
児
通
所
支
援

事
業
等
を
行
う
者
に

係
る
も
の
を
除

く
。
）
。

ロ

第
三
十
四
条
の
十

四
第
四
項
及
び
第
三

十
四
条
の
十
七
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
事

業
の
制
限
及
び
停
止

の
命
令
に
関
す
る
こ

と
。

ハ

第
四
十
六
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
事

業
の
停
止
の
命
令
に

関
す
る
こ
と
。

ニ

第
五
十
八
条
の
規

定
に
よ
る
認
可
の
取

消
し
に
関
す
る
こ

と
。

イ

第
六
条
の
四
第
三

号
の
規
定
に
よ
る
里

親
の
認
定
に
関
す
る

こ
と
。

ロ

第
十
一
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
里
親

支
援
事
業
の
委
託
に

関
す
る
こ
と
。

ハ

第
十
八
条
の
六
第

一
号
の
規
定
に
よ
る

指
定
保
育
士
養
成
施

設
の
指
定
に
関
す
る

こ
と
。

ニ

第
十
八
条
の
十
第

二
項
（
第
十
八
条
の

十
一
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
解
任
の
命
令
に

関
す
る
こ
と
。

ホ

第
十
八
条
の
十
三

第
二
項
の
規
定
に
よ

る
試
験
事
務
規
程
の

イ

第
六
条
の
四
第
一

号
の
規
定
に
よ
る
養

育
里
親
の
登
録
及
び

同
条
第
二
号
の
規
定

に
よ
る
養
子
縁
組
里

親
の
登
録
に
関
す
る

こ
と
。

ロ

第
十
八
条
の
七
第

一
項
の
規
定
に
よ
る

報
告
の
徴
収
及
び
物

件
の
検
査
に
関
す
る

こ
と
。

ハ

第
十
八
条
の
十
第

一
項
（
第
十
八
条
の

十
一
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
選
任
及
び
解
任

の
認
可
に
関
す
る
こ

と
。

ニ

第
十
八
条
の
十
三

第
一
項
の
規
定
に
よ

る
試
験
事
務
規
程
の
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ホ

第
五
十
九
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
る
事

業
の
停
止
及
び
施
設

の
閉
鎖
の
命
令
に
関

す
る
こ
と
。

変
更
の
命
令
に
関
す

る
こ
と
。

ヘ

第
十
八
条
の
十
九

第
一
項
の
規
定
に
よ

る
保
育
士
の
登
録
の

取
消
し
並
び
に
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ

る
保
育
士
の
登
録
の

取
消
し
及
び
名
称
の

使
用
の
停
止
の
命
令

に
関
す
る
こ
と
。

ト

第
二
十
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
指
定

療
育
機
関
へ
の
給
付

の
事
務
の
委
託
に
関

す
る
こ
と
。

チ

第
二
十
一
条
の
二

に
お
い
て
準
用
す
る

第
十
九
条
の
二
十
第

四
項
の
規
定
に
よ
る

社
会
保
険
診
療
報
酬

支
払
基
金
等
へ
の
支

払
の
事
務
の
委
託
に

関
す
る
こ
と
。

リ

第
二
十
一
条
の
三

第
二
項
の
規
定
に
よ

る
指
定
療
育
機
関
に

対
す
る
診
療
報
酬
の

支
払
の
差
止
め
に
関

す
る
こ
と
。

ヌ

第
三
十
三
条
の
十

四
第
二
項
の
規
定
に

認
可
及
び
変
更
の
認

可
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
十
八
条
の
十
四

の
規
定
に
よ
る
事
業

計
画
等
の
認
可
及
び

変
更
の
認
可
に
関
す

る
こ
と
。

ヘ

第
十
八
条
の
十
八

第
一
項
の
規
定
に
よ

る
保
育
士
の
登
録
に

関
す
る
こ
と
。

ト

第
二
十
一
条
の
二

に
お
い
て
準
用
す
る

第
十
九
条
の
二
十
第

一
項
の
規
定
に
よ
る

診
療
報
酬
の
額
の
決

定
に
関
す
る
こ
と
。

チ

第
二
十
一
条
の
三

第
一
項
の
規
定
に
よ

る
指
定
療
育
機
関
の

管
理
者
か
ら
の
報
告

の
徴
収
及
び
診
療
録

等
の
検
査
に
関
す
る

こ
と
。

リ

第
三
十
三
条
の
十

四
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
事
実
の
確
認
の

た
め
の
措
置
に
関
す

る
こ
と
。

ヌ

第
五
十
七
条
の
四

第
二
項
の
規
定
に
よ

る
官
公
署
に
対
す
る

よ
る
措
置
に
関
す
る

こ
と
。

ル

第
三
十
五
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
認

可
並
び
に
同
条
第
十

二
項
の
規
定
に
よ
る

廃
止
及
び
休
止
の
承

認
に
関
す
る
こ
と
。

ヲ

第
五
十
条
第
七
号

の
規
定
に
よ
る
費
用

の
概
算
交
付
に
係
る

支
出
負
担
行
為
に
関

す
る
こ
と
。

ワ

第
五
十
五
条
の
規

定
に
よ
る
費
用
の
交

付
に
係
る
支
出
負
担

行
為
に
関
す
る
こ

と
。

資
料
の
提
供
等
の
要

求
に
関
す
る
こ
と
。

二

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る

次
の
こ
と
。

イ

第
五
条
第
六
項
の

規
定
に
よ
る
指
定
保

育
士
養
成
施
設
の
指

定
の
取
消
し
に
関
す

る
こ
と
。

ロ

第
十
二
条
の
規
定

に
よ
る
指
定
試
験
機

関
の
指
定
の
取
消
し

及
び
試
験
事
務
の
停

止
の
命
令
に
関
す
る

こ
と
。

イ

第
五
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
変
更
の

承
認
に
関
す
る
こ

と
。

ロ

第
十
一
条
の
規
定

に
よ
る
試
験
事
務
の

休
止
及
び
廃
止
の
許

可
に
関
す
る
こ
と
。
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三

民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
の
保
護
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
養
子
縁

組
あ
っ
せ
ん
事
業
の

許
可
に
関
す
る
こ

と
。

ロ

第
十
二
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
養
子

縁
組
あ
っ
せ
ん
事
業

の
許
可
の
有
効
期
間

の
更
新
に
関
す
る
こ

と
。

ハ

第
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
養
子

縁
組
あ
っ
せ
ん
事
業

の
許
可
の
取
消
し
及

び
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
養
子
縁
組

あ
っ
せ
ん
事
業
の
停

止
の
命
令
に
関
す
る

こ
と
。

四

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
十
四
条
（
第
三

十
一
条
の
六
第
四
項

及
び
第
三
十
二
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ

イ

第
十
四
条
（
第
三

十
一
条
の
六
第
四
項

及
び
第
三
十
二
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ

る
貸
付
け
の
決
定
に

関
す
る
こ
と
。

ロ

第
二
十
三
条
（
第

三
十
一
条
の
七
第
四

項
及
び
第
三
十
三
条

第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ

る
事
業
の
制
限
及
び

停
止
の
命
令
に
関
す

る
こ
と
。

る
貸
付
け
に
伴
う
貸

付
金
の
交
付
に
関
す

る
こ
と
。

ロ

償
還
金
の
徴
収

（
母
子
・
父
子
福
祉

団
体
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
に
関
す
る

こ
と
。

五

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
百
二

十
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
十
三
条
（
第
三

十
一
条
の
七
及
び
第

三
十
八
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ

る
貸
付
け
の
停
止
に

関
す
る
こ
と
。

ロ

第
十
五
条
第
一
項

第
三
号
（
第
三
十
一

条
の
七
及
び
第
三
十

八
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ

る
承
認
に
関
す
る
こ

と
。

イ

第
十
六
条
（
第
三

十
一
条
の
七
及
び
第

三
十
八
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ

る
一
時
償
還
の
請
求

（
母
子
・
父
子
福
祉

団
体
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
に
関
す
る

こ
と
。

ロ

第
十
七
条
（
第
三

十
一
条
の
七
及
び
第

三
十
八
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ

る
違
約
金
の
徴
収

（
母
子
・
父
子
福
祉

団
体
に
係
る
も
の
に
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限
る
。
）
に
関
す
る

こ
と
。

ハ

第
十
九
条
（
第
三

十
一
条
の
七
及
び
第

三
十
八
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ

る
償
還
金
の
支
払
猶

予
（
母
子
・
父
子
福

祉
団
体
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
に
関
す

る
こ
と
。

六

青
森
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
十
一

月
青
森
県
規
則
第
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
十
一
条
（
第
二

十
四
条
第
一
項
及
び

第
二
十
五
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
貸
付
け

決
定
の
取
消
し
（
母

子
・
父
子
福
祉
団
体

に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
関
す
る
こ

と
。

イ

第
十
七
条
（
第
二

十
四
条
第
一
項
及
び

第
二
十
五
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
事
業
計

画
、
保
証
人
等
の
変

更
の
承
認
（
母
子
・

父
子
福
祉
団
体
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）

に
関
す
る
こ
と
。

イ

第
十
三
条
（
第
二

十
四
条
第
一
項
及
び

第
二
十
五
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
償
還
方

法
の
承
認
（
母
子
・

父
子
福
祉
団
体
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）

に
関
す
る
こ
と
。

ロ

附
則
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
生
活
資
金

の
減
額
に
関
す
る
こ

と
。

七

母
体
保
護
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の

こ
と
。

イ

第
三
十
九
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
指

定
の
取
消
し
に
関
す

る
こ
と
。

イ

第
十
五
条
第
二
項

に
規
定
す
る
講
習
の

認
定
に
関
す
る
こ

と
。

八

母
体
保
護
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次

の
こ
と
。

イ

第
六
条
の
規
定
に

よ
る
認
定
講
習
の
認

定
の
取
消
し
に
関
す

る
こ
と
。

九

旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
を
受
け
た
者
に
対
す
る
一
時
金
の
支
給

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ

と
。

イ

第
八
条
第
一
項

（
同
条
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
県
の
保
有
す

る
文
書
の
調
査
及
び

職
員
か
ら
の
事
実
の

聴
取
に
関
す
る
こ

と
。

ロ

第
八
条
第
二
項

（
同
条
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
関
係
機
関
に

対
す
る
報
告
の
要
求

に
関
す
る
こ
と
。
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ハ

第
八
条
第
六
項
の

規
定
に
よ
る
関
係
機

関
等
に
対
す
る
報
告

の
要
求
に
関
す
る
こ

と
。

十

母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ

と
。

イ

第
二
十
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
る
養
育

医
療
機
関
の
指
定
に

関
す
る
こ
と
。

ロ

第
二
十
条
第
七
項

に
お
い
て
準
用
す
る

児
童
福
祉
法
第
二
十

一
条
の
三
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
指
定
療

育
機
関
に
対
す
る
診

療
報
酬
の
支
払
の
差

止
め
に
関
す
る
こ

と
。

イ

第
二
十
条
第
七
項

に
お
い
て
準
用
す
る

児
童
福
祉
法
第
十
九

条
の
二
十
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
診
療
報

酬
の
額
の
決
定
に
関

す
る
こ
と
。

ロ

第
二
十
条
第
七
項

に
お
い
て
準
用
す
る

児
童
福
祉
法
第
二
十

一
条
の
三
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
指
定
療

育
機
関
の
管
理
者
か

ら
の
報
告
の
徴
収
及

び
診
療
録
等
の
検
査

に
関
す
る
こ
と
。

十
一

児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
の
施
行
に
関

す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
十
四
条
の
規
定

に
よ
る
手
当
の
支
給

の
停
止
に
関
す
る
こ

と
。

ロ

第
十
五
条
の
規
定

に
よ
る
手
当
の
支
払

の
一
時
差
し
と
め
に

関
す
る
こ
と
。

十
二

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百

三
十
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
十
一
条
（
第
一

号
を
除
く
。
）
の
規

定
に
よ
る
手
当
の
支

給
の
停
止
に
関
す
る

こ
と
。

ロ

第
十
二
条
の
規
定

に
よ
る
手
当
の
支
払

の
一
時
差
止
め
に
関

す
る
こ
と
。

十
三

児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の

こ
と
。

イ

第
十
八
条
第
一
項

か
ら
第
三
項
ま
で
及

び
附
則
第
二
条
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
十
八
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
費
用

の
交
付
に
係
る
支
出

負
担
行
為
に
関
す
る

こ
と
。

十
四

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
（
県

民
活
躍
推
進
課
の
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
。

イ

第
七
条
第
一
項
の

イ

第
三
条
第
一
項
及

イ

第
三
条
第
六
項
の
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規
定
に
よ
る
認
定
こ

ど
も
園
の
認
定
の
取

消
し
に
関
す
る
こ

と
。

ロ

第
二
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
幼

保
連
携
型
認
定
こ
ど

も
園
の
事
業
の
停
止

及
び
施
設
の
閉
鎖
の

命
令
に
関
す
る
こ

と
。

ハ

第
二
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
幼

保
連
携
型
認
定
こ
ど

も
園
の
認
可
の
取
消

し
に
関
す
る
こ
と
。

び
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
認
定
こ
ど
も
園

の
認
定
に
関
す
る
こ

と
。

ロ

第
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
関
係
機

関
と
の
協
議
に
関
す

る
こ
と
。

ハ

第
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
幼
保

連
携
型
認
定
こ
ど
も

園
の
設
置
等
の
認
可

に
関
す
る
こ
と
。

規
定
に
よ
る
市
町
村

長
と
の
協
議
に
関
す

る
こ
と
。

ロ

第
十
七
条
第
四
項

及
び
第
五
項
の
規
定

に
よ
る
市
町
村
長
と

の
協
議
に
関
す
る
こ

と
。

十
五

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
施
行
に

関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
六
十
七
条
第
一

項
及
び
附
則
第
九
条

第
四
項
の
規
定
に
よ

る
費
用
の
交
付
に
係

る
支
出
負
担
行
為
に

関
す
る
こ
と
。

イ

第
六
十
一
条
第
九

項
の
規
定
に
よ
る
市

町
村
長
と
の
協
議
に

関
す
る
こ
と
。

課進促流還着

一

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次

の
こ
と
。

イ

労
働
情
勢
の
報
告

及
び
調
査
に
関
す
る

こ
と
。

ロ

労
働
関
係
の
自
主

イ

労
働
争
議
の
統
計

に
関
す
る
こ
と
。

定者若

調
整
の
助
力
等
に
関

す
る
こ
と
。

二

労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次

の
こ
と
。

イ

第
九
十
一
条
の
三

た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
る
承
認
に
関
す
る

こ
と
。

イ

第
三
十
一
条
第
二

号
の
規
定
に
よ
る
業

務
の
種
類
及
び
方
法

の
変
更
の
認
可
に
関

す
る
こ
と
。

ロ

第
三
十
五
条
第
一

項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
る
兼
職
及
び
兼

業
の
認
可
に
関
す
る

こ
と
。

ハ

第
四
十
八
条
の
規

定
に
よ
る
総
会
の
招

集
の
認
可
に
関
す
る

こ
と
。

ニ

第
九
十
四
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す

る
銀
行
法
第
十
三
条

第
一
項
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
る
承
認
に

関
す
る
こ
と
。

三

労
働
金
庫
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る

次
の
こ
と
。

イ

第
六
条
第
二
項
第

二
号
の
規
定
に
よ
る

承
認
に
関
す
る
こ
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と
。

四

そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

労
働
団
体
の
一
般

的
指
導
及
び
育
成
に

関
す
る
こ
と
。

ロ

労
働
教
育
の
推
進

に
関
す
る
こ
と
。

ハ

中
小
企
業
の
労
働

相
談
に
関
す
る
こ

と
。

ニ

労
働
福
祉
の
普
及

に
関
す
る
こ
と
。

ホ

労
使
協
議
制
の
普

及
推
進
に
関
す
る
こ

と
。

イ

労
働
組
合
の
基
本

調
査
に
関
す
る
こ

と
。

ロ

労
働
教
育
資
料
の

作
成
及
び
配
布
に
関

す
る
こ
と
。

ハ

独
立
行
政
法
人
労

働
政
策
研
究
・
研
修

機
構
と
の
連
絡
に
関

す
る
こ
と
。

課進推躍活民県

一

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十

四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
十
二
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
る
指
定

の
取
消
し
に
関
す
る

こ
と
。

ロ

第
二
十
一
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
要

請
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
二
十
五
条
の
規

定
に
よ
る
推
奨
に
関

す
る
こ
と
。

ニ

第
二
十
六
条
の
規

定
に
よ
る
表
彰
に
関

す
る
こ
と
。

二

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す

る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
（
私
立
の
幼
稚
園
に
係
る
認
定
こ
ど
も
園
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

イ

第
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
認
定
こ

ど
も
園
の
認
定
の
取

消
し
に
関
す
る
こ

と
。

イ

第
三
条
第
一
項
及

び
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
認
定
こ
ど
も
園

の
認
定
に
関
す
る
こ

と
。

ロ

第
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
関
係
機

関
と
の
協
議
に
関
す

る
こ
と
。

イ

第
三
条
第
六
項
の

規
定
に
よ
る
市
町
村

長
と
の
協
議
に
関
す

る
こ
と
。

三

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の

こ
と
。

イ

第
六
十
条
第
九
項

の
規
定
に
よ
る
役
員

の
解
任
の
勧
告
に
関

す
る
こ
と
。

四

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十

八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
就
学
支

援
金
の
支
給
に
関
す

る
こ
と
。

ロ

第
九
条
の
規
定
に

よ
る
就
学
支
援
金
の

支
払
の
一
時
差
止
め

に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
十
一
条
第
一
項

イ

第
四
条
の
規
定
に

よ
る
就
学
支
援
金
の

受
給
資
格
の
認
定
に

関
す
る
こ
と
。
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の
規
定
に
よ
る
不
正

利
得
の
徴
収
に
関
す

る
こ
と
。

別
表
第
一
県
民
生
活
文
化
課
の
項
中
「県

民
生
活
文
化
課

」
を
「地

域
生
活
文
化
課

」
に
改
め
、

同
項
の
第
八
号
を
削
り
、
同
項
の
第
九
号
の
副
知
事
専
決
事
項
の
欄
ロ
中
「
及
び
第
二
十
六
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
幹
事
の
任
命
」
を
削
り
、
同
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
に
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

イ

青
森
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
幹
事
の
任
命
に
関

す
る
こ
と
。

別
表
第
一
青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
の
項
を
削
り
、
同
表
健
康
福
祉
政
策
課
の
項
中
「健
康
福

祉
政
策
課

」
を
「健

康
医
療
福
祉
政
策
課

」
に
改
め
、
同
項
の
第
二
十
二
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄

ロ
中
「
婦
人
相
談
所
」
を
「
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
青
森
県
女
性
相
談
所
」
を
「
青
森

県
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
表
が
ん
・
生
活
習
慣
病
対
策
課
の
項
に
次
の
二
号
を
加

え
る
。

六

児
童
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
十
九
条
の
十
八

の
規
定
に
よ
る
指
定

小
児
慢
性
特
定
疾
病

医
療
機
関
の
指
定
の

取
消
し
及
び
効
力
の

停
止
に
関
す
る
こ

と
。

ロ

第
十
九
条
の
二
十

第
四
項
の
規
定
に
よ

る
社
会
保
険
診
療
報

酬
支
払
基
金
等
へ
の

支
払
の
事
務
の
委
託

に
関
す
る
こ
と
。

イ

第
六
条
の
二
第
二

項
第
一
号
の
規
定
に

よ
る
指
定
小
児
慢
性

特
定
疾
病
医
療
機
関

の
指
定
に
関
す
る
こ

と
。

ロ

第
十
九
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
よ
る

指
定
医
の
指
定
に
関

す
る
こ
と
。

ハ

第
十
九
条
の
三
第

四
項
の
規
定
に
よ
る

小
児
慢
性
特
定
疾
病

審
査
会
に
対
す
る
審

査
の
要
求
に
関
す
る

こ
と
。

ニ

第
十
九
条
の
十
第

一
項
の
規
定
に
よ
る

指
定
小
児
慢
性
特
定

疾
病
医
療
機
関
の
指

定
の
更
新
に
関
す
る

こ
と
。

ホ

第
十
九
条
の
十
六

第
一
項
の
規
定
に
よ

る
指
定
小
児
慢
性
特

定
疾
病
医
療
機
関
の

開
設
者
等
か
ら
の
報

告
等
の
徴
収
及
び
出

頭
の
要
求
に
関
す
る

こ
と
。

ヘ

第
十
九
条
の
十
六

第
四
項
の
規
定
に
よ

る
指
定
小
児
慢
性
特

定
疾
病
医
療
機
関
に

対
す
る
支
払
の
一
時

差
止
め
に
関
す
る
こ

と
。

ト

第
十
九
条
の
二
十

第
一
項
の
規
定
に
よ

る
小
児
慢
性
特
定
疾

病
医
療
費
の
額
の
決

定
に
関
す
る
こ
と
。

七

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
の
施
行
に
関

す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
七
条
の
十
六
の

規
定
に
よ
る
指
定
医

イ

第
七
条
の
十
二
の

規
定
に
よ
る
指
定
医
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の
指
定
の
取
消
し
に

関
す
る
こ
と
。

の
指
定
の
更
新
に
関

す
る
こ
と
。

別
表
第
一
保
健
衛
生
課
の
項
中
第
二
十
三
号
を
削
り
、
第
二
十
四
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
二

十
五
号
を
第
二
十
四
号
と
し
、
第
二
十
六
号
を
第
二
十
五
号
と
し
、
同
表
こ
ど
も
み
ら
い
課
の
項
を

削
り
、
同
表
障
害
福
祉
課
の
項
中
「障

害
福
祉
課

」
を
「障

が
い
福
祉
課

」
に
改
め
、
同
項
の
第
一

号
中
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
の
下
に
「
（
平

成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
」
を
加
え
、
同
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
ホ
並
び
に
同
号
の
課
長

専
決
事
項
の
欄
イ
及
び
ニ
中
「
（
育
成
医
療
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
項
の
第
五
号

の
課
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中
「
第
二
十
四
条
の
二
十
四
第
二
項
」
を
「
第
二
十
四
条
の
二
十
四
第
三

項
」
に
改
め
、
同
項
の
第
七
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
ニ
中
「
第
二
十
九
条
の
七
」
を
「
第
二
十
九

条
の
九
」
に
改
め
、
同
欄
ヘ
中
「
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
」
に

改
め
、
同
項
の
第
九
号
中
「
青
森
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
」
を
「
青
森
県
心
身
障
が
い

者
扶
養
共
済
制
度
条
例
」
に
改
め
、
同
表
商
工
政
策
課
の
項
中
「商

工
政
策
課

」
を
「経

済
産
業
政

策
課

」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十

三
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
十
四
号
を
第
十
二
号
と
し
、
同
表
地
域
産
業
課
の
項
中
「地

域
産
業

課

」
を
「地

域
企
業
支
援
課

」
に
改
め
、
同
項
の
第
三
号
及
び
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

小
売
商
業
調
整
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
の
施
行

に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
購
買
会

事
業
を
利
用
さ
せ
る

こ
と
の
禁
止
に
関
す

る
こ
と
。

ロ

第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
許
可
の

取
消
し
に
関
す
る
こ

と
。

ハ

第
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
公
正

取
引
委
員
会
に
対
す

イ

第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
貸
付
け

及
び
譲
渡
し
の
許
可

並
び
に
同
条
第
四
項

（
第
七
条
第
四
項
及

び
第
十
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
協
議
に
関

す
る
こ
と
。

ロ

第
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
変
更
の

る
請
求
に
関
す
る
こ

と
。

許
可
に
関
す
る
こ

と
。

ハ

第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
申
出

に
関
す
る
こ
と
。

四

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号
）
の
施

行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
第

一
種
大
規
模
小
売
店

舗
立
地
法
特
例
区
域

の
決
定
に
関
す
る
こ

と
。

ロ

第
六
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
第

二
種
大
規
模
小
売
店

舗
立
地
法
特
例
区
域

の
決
定
に
関
す
る
こ

と
。

別
表
第
一
産
業
立
地
推
進
課
の
項
中
「産

業
立
地
推
進
課

」
を
「企

業
立
地
・
創
出
課

」
に
改

め
、
同
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

二

中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法

律
第
三
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
認
定

に
関
す
る
こ
と
。

三

中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成

二
十
一
年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

（ ）10青 森 県 報 号外第17号令和６年３月29日 金曜日



イ

第
九
条
第
一
項
、

第
二
項
（
同
条
第
四

項
、
第
六
項
及
び
第

八
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
三
項

（
同
条
第
五
項
、
第

七
項
及
び
第
九
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第

十
四
項
（
同
条
第
十

六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
第
十
五

項
（
同
条
第
十
七
項

に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
認
定
の

取
消
し
に
関
す
る
こ

と
。

ロ

第
十
三
条
第
十
三

項
の
規
定
に
よ
る
第

一
種
経
営
承
継
贈
与

者
等
の
相
続
の
開
始

の
確
認
の
取
消
し
に

関
す
る
こ
と
。

ハ

第
十
三
条
の
二
第

五
項
の
規
定
に
よ
る

災
害
等
に
よ
り
被
害

を
受
け
た
中
小
企
業

者
に
対
す
る
確
認
の

イ

第
十
二
条
第
三
十

七
項
の
規
定
に
よ
る

確
認
に
関
す
る
こ

と
。

ロ

第
十
三
条
第
一
項

（
同
条
第
三
項
か
ら

第
五
項
ま
で
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
六
項

（
同
条
第
八
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
九

項
（
同
条
第
十
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
第
一
種

経
営
承
継
贈
与
者
等

の
相
続
の
開
始
の
確

認
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
十
三
条
の
二
第

一
項
（
同
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
災
害
等

に
よ
り
被
害
を
受
け

た
中
小
企
業
者
に
対

す
る
確
認
に
関
す
る

こ
と
。

ニ

第
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
指
導

及
び
助
言
に
係
る
確

取
消
し
に
関
す
る
こ

と
。

ニ

第
十
九
条
第
一
項

及
び
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
指
導
及
び
助

言
に
係
る
確
認
の
取

消
し
に
関
す
る
こ

と
。

認
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
十
八
条
第
一
項

か
ら
第
四
項
ま
で
、

第
七
項
及
び
第
八
項

の
規
定
に
よ
る
変
更

に
係
る
確
認
に
関
す

る
こ
と
。

ヘ

第
十
八
条
の
二
第

三
項
の
規
定
に
よ
る

合
併
等
の
場
合
の
確

認
に
関
す
る
こ
と
。

ト

第
二
十
条
第
一
項

（
同
条
第
八
項
、
第

十
項
及
び
第
十
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及

び
第
二
項
（
同
条
第

九
項
、
第
十
一
項
及

び
第
十
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
確
認
に
関
す
る

こ
と
。

四

そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

一
件
の
設
計
額
が

二
億
六
千
万
円
以
上

三
億
九
千
万
円
未
満

の
工
事
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

ロ

当
初
契
約
予
定
価

格
が
三
億
九
千
万
円

イ

一
件
の
設
計
額
が

一
億
三
千
万
円
以
上

二
億
六
千
万
円
未
満

の
工
事
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

ロ

当
初
契
約
予
定
価

格
が
二
億
六
千
万
円

イ

一
件
の
設
計
額
が

一
億
三
千
万
円
未
満

の
工
事
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

ロ

当
初
契
約
予
定
価

格
が
二
億
六
千
万
円

未
満
の
工
事
の
設
計
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以
上
五
億
円
未
満
の

工
事
の
設
計
変
更
に

関
す
る
こ
と
。

以
上
三
億
九
千
万
円

未
満
の
工
事
の
設
計

変
更
に
関
す
る
こ

と
。

変
更
に
関
す
る
こ

と
。

別
表
第
一
新
産
業
創
造
課
の
項
中
「新

産
業
創
造
課

」
を
「産

業
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
課

」
に

改
め
、
同
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

三

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
施
行
に
関
す

る
次
の
こ
と
。

イ

第
二
十
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
職

業
訓
練
の
認
定
に
関

す
る
こ
と
。

ロ

第
二
十
四
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
職

業
訓
練
の
認
定
の
取

消
し
に
関
す
る
こ

と
。

ハ

第
二
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
免

許
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
る
免
許
の
取

消
し
に
関
す
る
こ

と
。

ホ

第
四
十
二
条
第
二

項
及
び
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
残
余
財
産

の
帰
属
の
認
可
に
関

す
る
こ
と
。

ヘ

第
四
十
二
条
の
二

イ

第
十
五
条
の
二
の

規
定
に
よ
る
事
業
主

そ
の
他
の
関
係
者
に

対
す
る
援
助
に
関
す

る
こ
と
。

ロ

職
業
訓
練
指
導
員

の
訓
練
に
関
す
る
こ

と
。

第
三
項
及
び
第
四
項

（
こ
れ
ら
の
規
定
を

第
九
十
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
意
見
に
関

す
る
こ
と
。

ト

第
九
十
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る

第
六
十
四
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
役
員

選
任
の
認
可
に
関
す

る
こ
と
。

チ

第
九
十
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る

第
七
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
財
産

処
分
の
方
法
の
認
可

に
関
す
る
こ
と
。

四

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例
施
行
規
則
（
昭

和
三
十
三
年
十
月
青
森
県
規
則
第
百
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
二
十
二
条
の
規

定
に
よ
る
職
業
訓
練

に
関
す
る
必
要
事
項

の
承
認
に
関
す
る
こ

と
。

五

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三

号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
十
三
条
の
規
定

に
よ
る
適
応
訓
練
の
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実
施
に
関
す
る
こ

と
。

別
表
第
一
労
政
・
能
力
開
発
課
の
項
を
削
り
、
同
表
農
林
水
産
政
策
課
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

課策政光観

一

旅
行
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の

こ
と
。

イ

第
七
条
第
五
項

（
第
八
条
第
三
項
及

び
第
九
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
旅
行
業
の

登
録
の
取
消
し
に
関

す
る
こ
と
。

ロ

第
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
旅
行

業
者
等
の
業
務
の
停

止
の
命
令
及
び
登
録

の
取
消
し
に
関
す
る

こ
と
。

ハ

第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
旅

行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業

者
の
業
務
の
停
止
の

命
令
及
び
登
録
の
取

消
し
に
関
す
る
こ

と
。

イ

第
三
条
の
規
定
に

よ
る
旅
行
業
及
び
旅

行
業
者
代
理
業
の
登

録
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
六
条
の
三
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
旅

行
業
の
有
効
期
間
の

更
新
の
登
録
に
関
す

る
こ
と
。

ハ

第
六
条
の
四
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
旅

行
業
者
の
変
更
登
録

に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
七
条
第
四
項

（
第
八
条
第
三
項
及

び
第
九
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
催
告
に
関

す
る
こ
と
。

ホ

第
十
二
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る

旅
行
業
約
款
の
認
可

及
び
変
更
の
認
可
に

関
す
る
こ
と
。

ヘ

第
二
十
三
条
の
規

定
に
よ
る
旅
行
サ
ー

ビ
ス
手
配
業
の
登
録

に
関
す
る
こ
と
。

ト

第
二
十
七
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
旅

行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業

者
の
変
更
登
録
に
関

す
る
こ
と
。

二

旅
券
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ

と
。

イ

第
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
旅
券
の

交
付
に
関
す
る
こ

と
。

三

都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ

と
（
青
森
県
総
合
運
動
公
園
の
芸
術
区
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

イ

第
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
公
園
施

設
の
設
置
の
許
可
に

関
す
る
こ
と
。

ロ

第
十
三
条
の
規
定

に
よ
る
原
因
者
負
担

金
の
負
担
に
関
す
る

こ
と
。

ハ

第
二
十
六
条
第
二

項
及
び
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
措
置
命
令

に
関
す
る
こ
と
。

イ

第
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
公
園
施

設
の
管
理
の
許
可
に

関
す
る
こ
と
。

ロ

第
五
条
の
十
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
兼

用
工
作
物
の
管
理
の

方
法
に
つ
い
て
の
協

議
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
十
二
条
の
六
の

規
定
に
よ
る
兼
用
工

作
物
の
管
理
に
要
す
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ニ

第
二
十
七
条
第
一

項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
監
督
処
分

に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
二
十
七
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
必

要
な
措
置
の
実
施
に

関
す
る
こ
と
。

ヘ

第
二
十
七
条
第
六

項
の
規
定
に
よ
る
工

作
物
等
の
売
却
に
関

す
る
こ
と
。

る
費
用
の
負
担
に
つ

い
て
の
協
議
に
関
す

る
こ
と
。

ニ

第
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
都
市

公
園
台
帳
の
作
成
及

び
保
管
に
関
す
る
こ

と
。

ホ

第
二
十
八
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
損

失
の
補
償
の
協
議
に

関
す
る
こ
と
。

四

工
事
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

一
件
の
設
計
額
が

二
億
六
千
万
円
以
上

三
億
九
千
万
円
未
満

の
工
事
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

ロ

当
初
契
約
予
定
価

格
が
三
億
九
千
万
円

以
上
五
億
円
未
満
の

工
事
の
設
計
変
更
に

関
す
る
こ
と
。

イ

一
件
の
設
計
額
が

一
億
三
千
万
円
以
上

二
億
六
千
万
円
未
満

の
工
事
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

ロ

当
初
契
約
予
定
価

格
が
二
億
六
千
万
円

以
上
三
億
九
千
万
円

未
満
の
工
事
の
設
計

変
更
に
関
す
る
こ

と
。

イ

一
件
の
設
計
額
が

一
億
三
千
万
円
未
満

の
工
事
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

ロ

当
初
契
約
予
定
価

格
が
二
億
六
千
万
円

未
満
の
工
事
の
設
計

変
更
に
関
す
る
こ

と
。

五

そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

観
光
に
係
る
調
査

に
関
す
る
こ
と
。

課流交客誘

一

通
訳
案
内
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の

こ
と
。

イ

第
十
八
条
（
第
五

十
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ

る
登
録
に
関
す
る
こ

と
。

二

海
外
移
住
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

海
外
移
住
の
啓
発

及
び
推
進
に
関
す
る

こ
と
。

三

そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

観
光
宣
伝
に
関
す

る
こ
と
。

課進促出輸・売販品産県

一

貿
易
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

貿
易
関
係
の
調
査

及
び
情
報
の
提
供
に

関
す
る
こ
と
。

二

そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

物
産
の
紹
介
及
び

あ
つ
せ
ん
に
関
す
る

こ
と
。

別
表
第
一
農
林
水
産
政
策
課
の
項
の
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
新
産
業
創
造
課
」
を
「
産
業
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
課
」
に
改
め
、
同
表
総
合
販
売
戦
略
課
の
項
中
「総

合
販
売
戦
略
課

」
を
「食

ブ
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ラ
ン
ド
・
流
通
推
進
課

」
に
改
め
、
同
表
食
の
安
全
・
安
心
推
進
課
の
項
を
削
り
、
同
表
農
産
園
芸

課
の
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

二

地
力
増
進
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
三
十
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ

と
。

イ

第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
地
力
増

進
地
域
の
指
定
に
関

す
る
こ
と
。

ロ

第
五
条
の
規
定
に

よ
る
対
策
調
査
の
実

施
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
地
力
増

進
対
策
指
針
の
策
定

に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
八
条
の
規
定
に

よ
る
改
善
状
況
調
査

の
実
施
に
関
す
る
こ

と
。

ホ

第
十
一
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
申
出

に
関
す
る
こ
と
。

三

植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の

こ
と
。

イ

第
二
十
二
条
の
二

第
四
項
の
規
定
に
よ

る
総
合
防
除
基
本
指

針
の
策
定
及
び
変
更

に
係
る
意
見
に
関
す

る
こ
と
。

ロ

第
二
十
二
条
の
三

第
一
項
の
規
定
に
よ

る
総
合
防
除
計
画
の

策
定
に
関
す
る
こ

と
。

ハ

第
二
十
四
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
異

常
発
生
時
防
除
を
行

う
べ
き
区
域
等
の
決

定
に
関
す
る
こ
と
。

四

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七

号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
三
十
一
条
第
二

項
及
び
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
普
通
肥
料

等
の
譲
渡
又
は
引
渡

し
の
制
限
及
び
禁
止

並
び
に
登
録
の
取
消

し
に
関
す
る
こ
と
。

イ

第
十
九
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
普
通

肥
料
の
譲
渡
の
許
可

に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
三
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
適

用
除
外
の
肥
料
の
指

定
に
関
す
る
こ
と
。

イ

第
四
条
第
一
項
及

び
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
普
通
肥
料
の
登

録
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
十
二
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
普
通

肥
料
の
登
録
の
有
効

期
間
の
更
新
に
関
す

る
こ
と
。

別
表
第
一
水
産
振
興
課
の
項
の
第
十
六
号
の
副
知
事
専
決
事
項
の
欄
イ
中
「
第
二
十
三
条
」
を

「
第
二
十
七
条
」
に
改
め
、
同
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中
「
第
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十

一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
ロ
中
「
第
二
十
条
」
を
「
第
二
十
四
条
」
に
改
め
、
同
表
漁
港
漁
場

整
備
課
の
項
の
第
一
号
中
「
漁
港
漁
場
整
備
法
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」

に
改
め
、
同
号
の
副
知
事
専
決
事
項
の
欄
ヘ
中
「
第
四
十
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
六
条
第
一
項
」

に
改
め
、
同
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
ホ
中
「
第
三
十
八
条
」
を
「
第
三
十
八
条
第
一
項
」
に
改

め
、
同
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヲ

第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
活
用
推
進
計
画
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
。

ワ

第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
実
施
計
画
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。
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カ

第
四
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
実
施
計
画
の
変
更
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

ヨ

第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
実
施
計
画
の
認
定
の
取
消
し
に
関
す
る
こ
と
。

タ

第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
。

レ

第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
関
す
る
こ
と
。

ソ

第
五
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
移
転
の
許
可
に
関
す
る
こ

と
。

ツ

第
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
更
新
に
関
す
る
こ
と
。

ネ

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
取
消
し
に
関
す
る
こ
と
。

ナ

第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
漁
港
協
力
団
体
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

ラ

第
六
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
漁
港
協
力
団
体
の
指
定
の
取
消
し
に
関
す
る
こ
と
。

ム

第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
漁
港
協
力
団
体
と
の
協
議
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
漁
港
漁
場
整
備
課
の
項
の
第
二
号
中
「
漁
港
漁
場
整
備
法
施
行
令
」
を
「
漁
港
及
び
漁

場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
改
め
、
同
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中
「
第
二
十
八
条

第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
の
第
四
号
の
部
長
専
決
事
項

の
欄
ハ
中
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
十
三
条
の
二
」
に
、
「
よ
る
」
の
下
に
「
埋
立
区
域
の
縮

小
、
埋
立
地
の
用
途
若
し
く
は
設
計
の
概
要
の
変
更
又
は
」
を
加
え
、
同
欄
中
ヌ
を
ル
と
し
、
ヘ
か

ら
リ
ま
で
を
ト
か
ら
ヌ
ま
で
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ

第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
埋
立
て
に
対
す
る
し
ゆ
ん
工
認
可
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
河
川
砂
防
課
の
項
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
施
行

に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
三
条
第
七
項

（
同
条
第
十
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
特
定
都
市

河
川
及
び
特
定
都
市

河
川
流
域
の
指
定
に

係
る
国
土
交
通
大
臣

と
の
協
議
に
関
す
る

こ
と
。

ロ

第
四
条
第
四
項

（
同
条
第
十
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
流
域
水
害

対
策
計
画
の
策
定
に

係
る
国
土
交
通
大
臣

と
の
協
議
に
関
す
る

こ
と
。

ハ

第
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
雨
水

貯
留
浸
透
施
設
整
備

計
画
の
認
定
に
関
す

る
こ
と
。

ニ

第
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
雨
水

貯
留
浸
透
施
設
整
備

計
画
の
変
更
の
認
定

に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
十
九
条
第
一
項

及
び
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
管
理
協
定
の

締
結
に
関
す
る
こ

と
。

ヘ

第
二
十
六
条
の
規

定
に
よ
る
地
位
の
承

継
の
承
認
に
関
す
る

こ
と
。

ト

第
二
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
雨
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水
貯
留
浸
透
施
設
整

備
計
画
の
認
定
の
取

消
し
に
関
す
る
こ

と
。

チ

第
三
十
条
の
規
定

に
よ
る
雨
水
浸
透
阻

害
行
為
の
許
可
に
関

す
る
こ
と
。

リ

第
三
十
五
条
（
第

三
十
七
条
第
四
項
及

び
第
三
十
九
条
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
雨
水

浸
透
阻
害
行
為
に
係

る
協
議
に
関
す
る
こ

と
。

ヌ

第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
雨

水
浸
透
阻
害
行
為
の

変
更
の
許
可
に
関
す

る
こ
と
。

ル

第
三
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
雨

水
貯
留
浸
透
施
設
の

機
能
を
阻
害
す
る
お

そ
れ
の
あ
る
行
為
の

許
可
に
関
す
る
こ

と
。

ヲ

第
四
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
雨

水
貯
留
浸
透
阻
害
行

為
等
の
許
可
の
取
消

し
に
関
す
る
こ
と
。

ワ

第
四
十
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
保

全
調
整
池
の
指
定
に

関
す
る
こ
と
。

カ

第
四
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
管

理
協
定
の
締
結
に
関

す
る
こ
と
。

ヨ

第
五
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
貯

留
機
能
保
全
区
域
の

指
定
に
関
す
る
こ

と
。

タ

第
五
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
浸

水
被
害
防
止
区
域
の

指
定
及
び
同
条
第
十

項
の
規
定
に
よ
る
浸

水
被
害
防
止
区
域
の

指
定
の
解
除
に
関
す

る
こ
と
。

レ

第
五
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
特

定
開
発
行
為
の
許
可

に
関
す
る
こ
と
。

ソ

第
六
十
条
（
第
六

十
二
条
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
特
定
開
発
行
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為
に
係
る
協
議
に
関

す
る
こ
と
。

ツ

第
六
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
特

定
開
発
行
為
の
変
更

の
許
可
に
関
す
る
こ

と
。

ネ

第
六
十
六
条
の
規

定
に
よ
る
特
定
建
築

行
為
の
許
可
に
関
す

る
こ
と
。

ナ

第
六
十
九
条
（
第

七
十
一
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
特
定
建
築

行
為
に
係
る
協
議
に

関
す
る
こ
と
。

ラ

第
七
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
特

定
建
築
行
為
の
変
更

の
許
可
に
関
す
る
こ

と
。

ム

第
七
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
特

定
開
発
行
為
等
の
許

可
の
取
消
し
に
関
す

る
こ
と
。

別
表
第
一
都
市
計
画
課
の
項
の
第
三
号
中
「
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
」
を
削
り
、

「
観
光
企
画
課
」
を
「
観
光
政
策
課
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第

六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ

と
。

イ

第
四
十
二
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
水

道
事
業
の
買
収
価
額

の
裁
定
に
関
す
る
こ

と
。

イ

第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
水
道
事

業
の
認
可
に
関
す
る

こ
と
。

ロ

第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
事
業
の

変
更
の
認
可
に
関
す

る
こ
と
。

ハ

第
十
一
条
第
一
項

（
第
三
十
一
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
水
道
事
業
の

休
止
及
び
廃
止
の
許

可
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
二
十
六
条
の
規

定
に
よ
る
水
道
用
水

供
給
事
業
の
認
可
に

関
す
る
こ
と
。

ホ

第
三
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
事

業
の
認
可
の
取
消
し

に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

第
三
十
七
条
の
規

定
に
よ
る
水
道
事
業

者
等
に
対
す
る
給
水

の
停
止
の
命
令
に
関

す
る
こ
と
。

ト

第
四
十
条
第
四
項

イ

第
十
四
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
る
水
道

事
業
の
供
給
条
件
の

変
更
の
認
可
に
関
す

る
こ
と
。

ロ

第
三
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
事
業

の
変
更
の
認
可
に
関

す
る
こ
と
。

ハ

第
三
十
二
条
の
規

定
に
よ
る
専
用
水
道

布
設
工
事
の
設
計
の

確
認
に
関
す
る
こ

と
。

ニ

第
三
十
六
条
の
規

定
に
よ
る
水
道
事
業

者
等
に
対
す
る
施
設

の
改
善
の
指
示
及
び

水
道
技
術
管
理
者
の

変
更
の
勧
告
に
関
す

る
こ
と
。

ホ

第
三
十
八
条
の
規

定
に
よ
る
水
道
事
業

の
供
給
条
件
の
変
更

に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

第
三
十
九
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
水

道
事
業
者
等
か
ら
の

報
告
の
徴
収
及
び
立

（ ）18青 森 県 報 号外第17号令和６年３月29日 金曜日



の
規
定
に
よ
る
供
給

の
対
価
の
額
の
裁
定

に
関
す
る
こ
と
。

チ

第
四
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
水

道
施
設
等
の
買
収
の

認
可
に
関
す
る
こ

と
。

入
検
査
に
関
す
る
こ

と
。

ト

第
四
十
一
条
の
規

定
に
よ
る
二
以
上
の

水
道
事
業
者
間
等
に

対
す
る
合
理
化
の
勧

告
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
建
築
住
宅
課
の
項
の
第
七
号
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る

法
律
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
の
第
十

号
中
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
」
を
「
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
」
に
改
め
、
同
号
の
副
知

事
専
決
事
項
の
欄
イ
中
「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
第
一
項
」
に
、
「
宅
地
造
成
工
事
規
制
区

域
」
を
「
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
」
に
改
め
、
同
欄
ロ
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十

条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
ハ
中
「
第
二
十
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同

号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
ロ
中

「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
宅
地
造
成
工
事
」
を
「
宅
地
造
成
等
工
事
」

に
改
め
、
同
欄
ハ
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
、
「
宅
地
造
成
工
事
」
を

「
宅
地
造
成
等
工
事
」
に
改
め
、
同
欄
ニ
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改

め
、
同
欄
ホ
中
「
第
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
条
第
三
項
」
に
、
「
宅
地
」
を
「
土
地
」
に
改

め
、
同
欄
ヘ
中
「
第
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
二
項
」
に
、
「
宅
地
所
有
者
等
」
を

「
土
地
所
有
者
等
」
に
改
め
、
同
欄
ト
中
「
第
二
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
に

改
め
、
同
表
観
光
企
画
課
の
項
か
ら
国
際
経
済
課
の
項
ま
で
を
削
る
。

別
表
第
二
障
害
者
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
中
「
障
害
者
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
障
が
い
者

相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
二
中

「
青
森
県
環
境
保
健

セ
ン
タ
ー
の
庶
務

担
当
の
内
部
組
織

の
長

青
森
県
環
境
保
健

セ
ン
タ
ー
の
庶
務

担
当
責
任
者

青
森
県
立
子
ど
も

自
立
セ
ン
タ
ー
み

ら
い
の
庶
務
担
当

の
内
部
組
織
の
長

青
森
県
立
子
ど
も

自
立
セ
ン
タ
ー
み

ら
い
の
庶
務
担
当

責
任
者

」
を

「
青
森
県
立
子
ど
も

自
立
セ
ン
タ
ー
み

ら
い
の
庶
務
担
当

の
内
部
組
織
の
長

青
森
県
立
子
ど
も

自
立
セ
ン
タ
ー
み

ら
い
の
庶
務
担
当

責
任
者

青
森
県
衛
生
研
究

所
の
庶
務
担
当
の

内
部
組
織
の
長

青
森
県
衛
生
研
究

所
の
庶
務
担
当
責

任
者

」
に
、

「
青
森
県
立
八
戸
工

科
学
院
副
学
院
長

青
森
県
立
八
戸
工

科
学
院
の
庶
務
担

当
の
内
部
組
織
の

長

」
を

「
青
森
県
立
八
戸
工

科
学
院
副
学
院
長

青
森
県
立
八
戸
工

科
学
院
の
庶
務
担

当
の
内
部
組
織
の

長

青
森
県
立
美
術
館

の
庶
務
担
当
の
内

部
組
織
の
長

青
森
県
立
美
術
館

の
庶
務
担
当
責
任

者

」
に
、

「
青
森
県
消
防
学
校

副
校
長

青
森
県
消
防
学
校

の
庶
務
担
当
の
内

部
組
織
の
長

青
森
県
立
美
術
館

の
庶
務
担
当
の
内

部
組
織
の
長

青
森
県
立
美
術
館

の
庶
務
担
当
責
任

者

」
を

「
青
森
県
消
防
学
校

副
校
長

青
森
県
消
防
学
校

の
庶
務
担
当
の
内

部
組
織
の
長

」
に

改
め
る
。
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別
表
第
三
指
定
駐
在
職
員
の
項
中
「
若
し
く
は
三
沢
市
駐
在
」
を
「
、
三
沢
市
駐
在
若
し
く
は
青

森
市
駐
在
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
中
「
企
画
政
策
部
長
」
を
「
交
通
・
地
域
社
会
部
長
」
に
、
「
総
務
部
長
」
を
「
財
務

部
長
」
に
、
「
環
境
生
活
部
長
」
を
「
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
長
」
に
、
「
健
康
福
祉
部
長
の
」
を

「
健
康
医
療
福
祉
部
長
の
」
に
、

「
青
森
県
環
境
保
健

セ
ン
タ
ー
の
庶
務

担
当
の
内
部
組
織

の
長

青
森
県
環
境
保
健

セ
ン
タ
ー
の
庶
務

担
当
責
任
者

青
森
県
立
子
ど
も

自
立
セ
ン
タ
ー
み

ら
い
の
庶
務
担
当

の
内
部
組
織
の
長

青
森
県
立
子
ど
も

自
立
セ
ン
タ
ー
み

ら
い
の
庶
務
担
当

責
任
者

」
を

「
青
森
県
立
子
ど
も

自
立
セ
ン
タ
ー
み

ら
い
の
庶
務
担
当

の
内
部
組
織
の
長

青
森
県
立
子
ど
も

自
立
セ
ン
タ
ー
み

ら
い
の
庶
務
担
当

責
任
者

青
森
県
衛
生
研
究

所
の
庶
務
担
当
の

内
部
組
織
の
長

青
森
県
衛
生
研
究

所
の
庶
務
担
当
責

任
者

」
に
、

「
青
森
県
立
八
戸
工

科
学
院
副
学
院
長

青
森
県
立
八
戸
工

科
学
院
の
庶
務
担

当
の
内
部
組
織
の

長

」
を

「
青
森
県
立
八
戸
工

科
学
院
副
学
院
長

青
森
県
立
八
戸
工

科
学
院
の
庶
務
担

当
の
内
部
組
織
の

長

青
森
県
立
美
術
館

の
庶
務
担
当
の
内

部
組
織
の
長

青
森
県
立
美
術
館

の
庶
務
担
当
責
任

者

」
に
、

「
青
森
県
消
防
学
校

副
校
長

青
森
県
消
防
学
校

の
庶
務
担
当
の
内

部
組
織
の
長

青
森
県
立
美
術
館

の
庶
務
担
当
の
内

部
組
織
の
長

青
森
県
立
美
術
館

の
庶
務
担
当
責
任

者

」
を

「
青
森
県
消
防
学
校

副
校
長

青
森
県
消
防
学
校

の
庶
務
担
当
の
内

部
組
織
の
長

」
に

改
め
る
。

別
表
第
五
地
域
県
民
局
の
環
境
管
理
部
長
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六

事
務
委
任
規
則
第
五
条
の
二
第
二
項
に
掲
げ
る
事
務

別
表
第
五
地
域
県
民
局
の
地
域
健
康
福
祉
部
長
の
項
中
第
十
四
号
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
十
四

号
と
し
、
同
表
地
域
県
民
局
の
地
域
整
備
部
長
の
項
の
第
一
号
中
「
、
東
青
地
域
県
民
局
地
域
整
備

部
駒
込
ダ
ム
建
設
所
の
ダ
ム
建
設
所
長
」
を
削
り
、
同
項
中
第
四
十
号
を
第
四
十
一
号
と
し
、
第
三

十
三
号
か
ら
第
三
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。三

十
三

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務

別
表
第
五
地
域
県
民
局
の
地
域
健
康
福
祉
部
の
保
健
総
室
長
の
項
中
第
三
十
六
号
を
削
り
、
第
三

十
七
号
を
第
三
十
六
号
と
し
、
第
三
十
八
号
を
第
三
十
七
号
と
し
、
同
表
十
和
田
食
肉
衛
生
検
査
所

三
沢
支
所
の
支
所
長
の
項
中
「
十
和
田
食
肉
衛
生
検
査
所
三
沢
支
所
」
を
「
青
森
県
食
肉
衛
生
検
査

所
」
に
改
め
、
同
表
東
青
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
駒
込
ダ
ム
建
設
所
の
ダ
ム
建
設
所
長
の
項
を
削

る
。別

表
第
七
地
域
県
民
局
の
県
税
部
長
の
項
中
「
総
務
部
長
」
を
「
財
務
部
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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